
令和３年第３回

城里町議会定例会議案書

差し替え議案（令和３年９月７日）

城 里 町 議 会



議案第３８号

損害賠償額の決定及び和解について

交通事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を

求める。

記

１ 事故発生年月日 令和３年７月２日 午前１１時０分頃

２ 事故発生場所 城里町大字高久地内 町道８－０３５１号線

３ 相手方 城里町大字高久在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 １０％ 相手方 ９０％

（２）損害賠償金額 金 ３５，１４２円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 公用車（バイク）を運転中、自宅敷地より道路に侵入して

きた相手方車両と衝突した物損事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日



議案第３９号

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

交通事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を

得なかったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発生年月日 平成２８年６月２３日 午後４時２０分頃

２ 事故発生場所 城里町大字石塚地内 町道１５１６号線

３ 相手方 水戸市東赤塚在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 １００％

（２）損害賠償金額 金 ２２０，０００円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 本町職員が、笠間街道入口交差点にて信号待ちで停車して

いた際、錯誤により発進し、停車中の前方相手方車両に追突し

た物損事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日



議案第４１号

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

交通事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を

得なかったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発生年月日 平成２８年８月１２日 午後３時４０分頃

２ 事故発生場所 城里町大字上圷地内 国道１２３号

３ 相手方 水戸市元吉田在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 １００％

（２）損害賠償金額 金 １，７３４，６８４円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 本町職員が、上圷交差点にて信号待ちで停車していた際、

錯誤により発進し、信号待ちで停車中の前方相手方車両に追突

した物損および人身事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日



議案第４３号

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を得な

かったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発生年月日 平成２８年９月２１日 午後４時３５分頃

２ 事故発生場所 城里町大字石塚在住

３ 相手方 城里町大字石塚地内

４ 和解条項 （１）過失割合 町 １００％

（２）損害賠償金額 金 ４３，８００円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 本町職員が、駐車場出庫の際、切り返しによる方向転換を

行っていたところ、確認不足により、停車していた相手方車両

に衝突した物損事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日



議案第４４号

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を得な

かったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発生年月日 平成２８年１１月５日 午後９時３０分頃

２ 事故発生場所 城里町大字石塚地内 城里町役場

３ 相手方 城里町大字石塚在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 １００％

（２）損害賠償金額 金 ６１，４１０円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 本町職員が、役場駐車場に駐車のため後進したところ、確認

不足により横に停車してあった相手方車両に衝突した物損事

故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日
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議案第４６号（４）

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

交通事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を

得なかったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発日時 平成２９年２月２４日 午後 4時 30 分頃

２ 事故発生場所 城里町大字塩子地内 町道５７号線

３ 相手方 栃木県芳賀郡茂木町在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 ６０％ 相手方 ４０％

（２）損害賠償金額 金 ６，９００円０円)

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 相手方が自家用車で町道 57 号線を走行していたところ、

町道脇の土砂崩れにより道路に散乱していた石に乗り上げ、

右側後輪のタイヤがパンクした物損事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日



議案第４９号

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

交通事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を

得なかったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発生年月日 平成２９年９月１４日 午後３時４０分頃

２ 事故発生場所 城里町大字上青山地内 町道０２１１号線

３ 相手方 水戸市赤塚在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 ８０％ 相手方 ２０％

（２）損害賠償金額 金 ９６，４２２円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 本町職員が、城里町七会方面に公務により進行中、ウィンカ

ーを表示せず減速した相手方車両を追い越そうとしたとこ

ろ、ウィンカーを点滅させ右折し始めた相手方車両と衝突し

た物損事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日



議案第５２号

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

交通事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を

得なかったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発生年月日 平成３０年９月２１日 午後２時２０分頃

２ 事故発生場所 城里町大字上入野地内 町道１４３２号線

３ 相手方 水戸市双葉台在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 ８０％ 相手方 ２０％

（２）損害賠償金額 金 １７９，１９０円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 本町職員が、交差点を走行しようとした際、侵入時の安全

確認不足により、左側面より進行してきた相手方車両左前方部

分と接触した物損事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日



議案第５３号

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

交通事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を

得なかったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発生年月日 平成３０年１０月２日 午前１１時０分頃

２ 事故発生場所 城里町大字御前山地内 国道１２３号

３ 相手方 （１）水戸市平須町在住

（２）水戸市見和在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 ９０％ 相手方 １０％

（２）損害賠償金額 金 ２，１２１，８６４円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を

行わない。

５ 事故の原因 本町職員が、道の駅かつらから国道へ左折する際、右方から

来た相手方車両が左折のウインカーを出していることを確認

したため、左折すると思い国道へ出たところ、相手方車両が直

進したため衝突した物損および人身事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日



議案第５７号

損害賠償額の決定及び和解について（追認）

交通事故による損害賠償額を決定し、和解することについて、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定による議会の議決を

得なかったため、議会の議決を求める。

記

１ 事故発生年月日 令和元年１２月１７日 午前９時０分頃

２ 事故発生場所 城里町大字下古内地内 環境センター

３ 相手方 城里町大字石塚在住

４ 和解条項 （１）過失割合 町 １００％

（２）損害賠償金額 金 １６０，７８７円

（３）示談成立後は、本件に関し一切異議申し立て、請求を行

わない。

５ 事故の原因 本町職員が、敷地内において、フォークリフトによる相手方

車両からの荷下ろし確認中、リアゲートが開いていた相手方車

両と接触した物損事故。

令和３年 ９月 ７日 提 出

城里町長 上遠野 修

令和３年 月 日


